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本物質は、パイロット事業（化学物質の環境リスク評価 第 1 巻）において環境リスク初期

評価結果が公表されているが、改めて初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： エチルベンゼン 

（別の呼称：フェニルエタン、エチルベンゾール） 

CAS 番号：100-41-4 
化審法官報告示整理番号：3-28、3-60 (モノ（又はジ）メチル（エチル，ブロモアリル，ブロモプ

ロピルオキシカルボニル，又はクロロプロピルオキシカルボニル）

ベンゼン) 
化管法政令番号：1-53 
RTECS 番号：DA0700000 

分子式 ： C8H10 

分子量：106.2 
換算係数：1 ppm = 4.34 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 

 
 

 

（2）物理化学的性状 

本物質は、常温では無色透明な液体で、揮発性物質である 1)。 

融点 -94.95℃ 2)、-95.01℃ 3)、-94.975℃ 4)、-94.97℃5) 

沸点 
136.2℃ (760 mmHg) 2)、136.193℃ (760 mmHg) 4)、

136.25℃ 3)、136.2℃ 5) 

比重 0.8626 g/cm3 (25℃) 2) 

蒸気圧 
9.60 mmHg (=1.28×103 Pa) (25℃) 2) , 4)、 
7 mmHg (=900 Pa) (20℃) 5) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 3.15 2) , 4) , 5) , 6) 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 
161 mg/1,000 g (25℃) 2)、169 mg/L (25℃) 4)、 
152 mg/L (20℃) 5)、212.3 mg/L (20℃)7) 

 

［2］エチルベンゼン            
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（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解 （分解性が良好と判断される化学物質8) ） 

分解率：BOD 0%、HPLC 0% 

（試験期間：4 週間、被験物質：100 mg/L、活性汚泥：30 mg/L）9) 

分解率： HPLC 100% 

（試験期間：4 週間、逆転条件（開放系））9) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数： 7.1×10-12 cm3/(分子･sec) （25℃、測定値）10) 

半減期： 9～90 時間 （OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 11) と仮定し計算）

硝酸ラジカルとの反応性（大気中） 

反応速度定数：≦ 5.7×10-16 cm3/(分子･sec) （25℃、測定値）10) 
半減期：≧ 59 年（硝酸ラジカル濃度を 2.4×108分子/cm3 12)と仮定し計算） 

生物濃縮性 

 生物濃縮係数(BCF) ： 56（BCFBAF13) により計算） 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数（Koc）：7914) ～2,30014) 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す15),16),17),18)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 21 22 23 24 

製造・輸入数量(t) a) 1,814,140 b) 1,975,937 c) 1,335,987 c) 1,329,738 c) 

注： a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている。 
 b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
 c) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出荷）及び輸入量を表 1.2 に

示す19),20),21)。 
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表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び輸入量 a) 
100,000～1,000,000 t

/年未満 
100,000～1,000,000 t

/年未満 
100,000～1,000,000 t

/年未満 
注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入を 

した者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 

 

 

本物質の輸出量及び輸入量22) の推移を表 1.3 に示す。 

 
表 1.3 輸出量及び輸入量の推移 

平成（年） 16 17 18 19 20 

輸出量（t）a) 3,415 257 241 4,258 113 

輸入量（t）a) 0.001 －b) －b) 0 －b) 

平成（年） 21 22 23 24 25 

輸出量（t）a) 2,198 109 2,130 7,109 82 

輸入量（t）a) －b) －b) －b) －b) －b) 

注：a) 普通貿易統計[少額貨物(1 品目が 20 万円以下)、見本品等を除く]品別国別表より。 
         b) 公表されていない。 

 

また、OECD に報告している生産量は 100,000～1,000,000 t 未満、輸入量は 1,000～10,000 t

未満である。本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は、

100 t 以上である23)。 

 

② 用 途 

本物質は、ほとんどがスチレンの原料として使われているほか、油性塗料、接着剤、イン

キなどの溶剤として広く使用されている 1)。 

本物質は混合キシレンの一成分として含まれているほか、ガソリンや灯油にも含まれてい

る 1)。本物質の平均含有率は、プレミアムガソリンで 1.50%、レギュラーガソリンで 1.20%、

灯油では 0.27%である24)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、人健康影響の観点から化学物質審査規制法優先評価化学物質（通し番号：50）に

指定されているほか、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：53）に指

定されている。 

本物質は、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されているほか、水生生物

保全に係る水質目標を優先的に検討すべき物質に選定されている。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された平成 24年度の届出排

出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2),3)から集計した排出量等を表2.1に

示す。 

 

表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 24 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 14,085,669 1,593 11 0 3,070 3,500,244 4,413,003 9,215,809 472,048 4,074,200 14,087,273 18,175,060 32,262,333

エチルベンゼン

業種等別排出量(割合) 14,085,669 1,593 11 0 3,070 3,500,244 4,413,003 9,215,808 472,048 4,074,199

4,282,607 0 0 0 0 257,949 届出 届出外

(30.4%) (7.4%) 44% 56%

3,566,761 52 0 0 1,790 285,681 495,243

(25.3%) (3.3%) (58.3%) (8.2%) (11.2%)

1,572,756 19 0 0 6 308,649 537,174

(11.2%) (1.2%) (0.2%) (8.8%) (12.2%)

1,676,825 60 0 0 66 218,399 419,470

(11.9%) (3.8%) (2.2%) (6.2%) (9.5%)

7,361 0 0 0 0 870 2,088,606

(0.05%) (0.02%) (47.3%)

471,081 0 0 0 0 134,298 99,544

(3.3%) (3.8%) (2.3%)

500,261 0 0 0 412 91,765 62,905

(3.6%) (13.4%) (2.6%) (1.4%)

389,213 316 11 0 658 1,785,228 3,963

(2.8%) (19.8%) (100%) (21.4%) (51.0%) (0.09%)

294,840 5 0 0 0 13,145 27,148

(2.1%) (0.3%) (0.4%) (0.6%)

86,491 0 0 0 9 33,540 226,567

(0.6%) (0.3%) (1.0%) (5.1%)

283,698 0 0 0 0 67,309 19,230

(2.0%) (1.9%) (0.4%)

276,041 0 0 0 0 53,515 14,357

(2.0%) (1.5%) (0.3%)

247,900 0 0 0 0 390 28,794

(1.8%) (0.01%) (0.7%)

3,750 0 0 0 0 2,360 129,127

(0.03%) (0.07%) (2.9%)

23,106 0 0 0 0 0 109,357

(0.2%) (2.5%)

63,273 4 0 0 0 7,968 44,946

(0.4%) (0.2%) (0.2%) (1.0%)

69,060 0 0 0 0 38,981 19,810

(0.5%) (1.1%) (0.4%)

32,112 0 0 0 0 21,077 39,995

(0.2%) (0.6%) (0.9%)

28,453 0 0 0 0 0 32,624

(0.2%) (0.7%)

51,214 0 0 0 120 3,045 3,571

(0.4%) (3.9%) (0.09%) (0.08%)

53,982 0 0 0 0 1,330

(0.4%) (0.04%)

37,920 0 0 0 0.9 11,573

(0.3%) (0.03%) (0.3%)

11,724 0 0 0 0 618

(0.08%) (0.02%)

10,199 0.2 0 0 0 15,438

(0.07%) (0.01%) (0.4%)

石油製品・石炭製品

製造業

出版・印刷・同関連

産業

燃料小売業

精密機械器具製造業

電気業

鉄道車両・同部分品

製造業

石油卸売業

鉄鋼業

繊維工業

パルプ・紙・紙加工品

製造業

木材・木製品製造業

その他の製造業

非鉄金属製造業

プラスチック製品

製造業

電気機械器具製造業

化学工業

ゴム製品製造業

家具・装備品製造業

窯業・土石製品

製造業

総排出量の構成比(%)

船舶製造・修理業、

舶用機関製造業

輸送用機械器具

製造業

金属製品製造業

一般機械器具製造業

自動車整備業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計
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大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 14,085,669 1,593 11 0 3,070 3,500,244 4,413,003 9,215,809 472,048 4,074,200 14,087,273 18,175,060 32,262,333

業種等別排出量(割合)

3,240 0 0 0 0 3,700 6,267 届出 届出外

(0.02%) (0.1%) (0.1%) 44% 56%

8,565 0 0 0 0 0

(0.06%)

8,400 0 0 0 0 260 0.7

(0.06%) (0.007%) (0.00002%)

7,700 6 0 0 0 190

(0.05%) (0.4%) (0.005%)

4,420 0 0 0 0 736 1,350

(0.03%) (0.02%) (0.03%)

3,300 1,000 0 0 0 15,000

(0.02%) (62.8%) (0.4%)

1,100 0 0 0 0 190 2,953

(0.008%) (0.005%) (0.07%)

3,214 0 0 0 0 43,000

(0.02%) (1.2%)

2,180 0 0 0 0 3,200

(0.02%) (0.09%)

1,732 132 0 0 2 52,843

(0.01%) (8.3%) (0.08%) (1.5%)

850 0 0 0 0 5,514

(0.006%) (0.2%)

170 0.3 0 0 5 21,103

(0.001%) (0.02%) (0.2%) (0.6%)

58 0 0 0 0 0

(0.0004%)

57 0 0 0 0 0

(0.0004%)

44 0 0 0 0 81

(0.0003%) (0.002%)

10 0 0 0 0 1,300

(0.00007%) (0.04%)

2 0 0 0 0 0

(0.00002%)

1

(0.00003%)

8,352,253 449,954

(90.6%) (95.3%)

97,900

(1.1%)

746,808 22,094

(8.1%) (4.7%)

18,847

(0.2%)

3,273,536

(80.3%)

400,621

(9.8%)

特殊自動車 81,620

(2.0%)

船舶 314,234

(7.7%)

鉄道車両 4,188

(0.1%)

総排出量の構成比(%)

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

排出量　　(kg/年)

高等教育機関

塗料

汎用エンジン

農薬

殺虫剤

自動車

二輪車

鉄スクラップ卸売業

食料品製造業

なめし革・同製品

・毛皮製造業

特別管理産業廃棄物

処分業

医療用機械器具

・医療用品製造業

医薬品製造業

自然科学研究所

農薬製造業

自動車卸売業

電気計測器製造業

計量証明業

産業廃棄物処分業

鉄道業

衣服・その他の

繊維製品製造業

倉庫業

機械修理業

電子応用装置製造業

 

 

本物質の平成 24 年度における環境中への総排出量は、約 32,000 t となり、そのうち届出排出

量は約 14,000 t で全体の 44%であった。届出排出量のうち約 14,000 t が大気へ、約 1.6 t が公共

用水域へ排出されるとしており、大気への排出量が多い。この他に下水道への移動量が約 3 t、

廃棄物への移動量が約 3,500 t であった。届出排出量の主な排出源は、大気への排出が多い業種

は船舶製造・修理業、舶用機関製造業（30%）、輸送用機械器具製造業（25%）、一般機械器具

製造業（12%）、金属製品製造業（11%）であり、公共用水域への排出が多い業種は食料品製造

業（63%）、化学工業（20%）であった。 

表2.1に示したようにPRTRデータでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外排
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出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出排出

量の割合をもとに、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体の媒体別配分は「PRTR

届出外排出量の推計方法等の詳細」3)をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合

計したものを表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒  体 推定排出量(kg) 

大  気 

水  域 

土  壌 

31,442,735 

19,861 

769,996 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、環境中への推定排出量を基に USES3.0 をベースに日本

固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル4)を用いて予測した。予測の

対象地域は、平成 24 年度に環境中及び大気への排出量が最大であった東京都（大気への排出量

2,400 t、公共用水域への排出量 0.92 t、土壌への排出量 1.8 t）、公共用水域への排出量が最大で

あった神奈川県（大気への排出量 1,820 t、公共用水域への排出量 1.5 t、土壌への排出量 6.5 t）

及び土壌への排出量が最大であった北海道（大気への排出量 878 t、公共用水域への排出量 0.2 t、

土壌への排出量 130 t）とした。予測結果を表 2.3 に示す。 

 
表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 公共用水域 土 壌 

東京都 東京都 神奈川県 北海道 

大 気 90.4 90.4 69.9 28.6 

水 域 0.2 0.2 1.1 0.2 

土 壌 9.4 9.4 29.0 71.1 

底 質 0.0 0.0 0.0 0.0 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.4 に示

す。 

表 2.4 各媒体中の存在状況 

媒体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a) 検出 
検出率 調査地域 測定年度 文献 

平均値 a) 平均値 a) 下限値 b)

                      

一般環境大気 c) µg/m3 1.7 2 0.17 10 －d) 58/58 全国 2012 5) 

  1.4 1.7 0.16 5 －d) 41/41 全国 2011 6) 

  1.6 1.8 0.57 3.8 －d) 30/30 全国 2010 7) 
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媒体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a) 検出 
検出率 調査地域 測定年度 文献 

平均値 a) 平均値 a) 下限値 b)

  2.3 2.5 0.61 5 －d) 27/27 全国 2009 8) 

  2.7 3 0.5 5.4 －d) 28/28 全国 2008 9) 

  2.8 3 0.91 5.3 －d) 27/27 全国 2007 10) 

  3.7 4.2 0.7 8.1 －d) 30/30 全国 2006 11) 
  2.4 3.4 0.38 23 －d) 42/42 全国 2005 12) 
  3.1 3.5 0.59 6.7 －d) 31/31 全国 2004 13) 
             

室内空気 e) µg/m3
－d) －d) －d) 140 f) －d) －d) 全国 2013 14) h)

  －d) －d) －d) 220 g)
－d) －d) 全国 2013 14) h) 

  －d) －d) －d) 36 f) －d) －d) 全国 2012 14) h) 

  －d) －d) －d) 73 g)
－d) －d) 全国 2012 14) h) 

  －d) －d) －d) 26 f) －d) －d) 全国 2012 15) i) 

  －d) －d) －d) 25 g) －d) －d) 全国 2012 15) i) 

  －d) 5.3 －d) 710 －d) －d)/602 全国 2011~2013 16) h) 

  －d) 4.4 －d) 240 －d) －d)/602 全国 2012~2013 16) i) 

  6.4 7.3 1.6 16 0.08 24/24 －d) 2006 17) 

  8.7 10 2.8 25 0.08 26/26 －d) 2005 18) 

  －d) 5.3 ND j) 26 －d) 49/50 全国 2004 19) 

食物 µg/g          
             
飲料水 µg/L <0.05 <0.05 <0.05 0.12 0.05 4/19 大阪府 2007 20) 
             
地下水 k) µg/L <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.03 0/4 全国 2005 21) 
  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0/3 全国 2005 21) 
             
土壌 µg/g          
             
公共用水域・淡水 l)   µg/L <0.02 <0.02 <0.02 0.03 0.02 8/11 全国 2012 22) 
  <0.1 <0.1 <0.1 0.4 0.1 3/34 全国 2005 21)

  <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.03 0/48 全国 2005 21) 
             
公共用水域・海水 m)   µg/L <0.02 <0.02 <0.02 0.05 0.02 8/14 全国 2012 22) 
  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0/7 全国 2005 21) 
  <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.03 0/12 全国 2005 21) 
             
底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0/14 全国 2002 23) 
  <0.003 <0.003 <0.003 0.0048 0.003 2/35 全国 2001 24) 
  <0.0005 0.00070 <0.0005 0.0071 0.0005 1/15 全国 1986 25) 
                      

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.001 3/10 全国 2002 23) 

  <0.0005 0.0011 <0.0005 0.015 0.0005 9/25 全国 1986 25) 

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g <0.001 0.0017 <0.001 0.0065 0.001 4/13 全国 1986 25) 

                      

魚類(公共用水域・海水) µg/g <0.001 0.0011 <0.001 0.004 0.001 11/30 全国 1986 25) 

             

注： a) 最大値又は平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
       b) 検出下限値の欄の斜体で示されている値は、定量下限値として報告されている値を示す。 
       c) 過去のデータではあるが、一般環境大気において最大12 μg/m3程度(2003)26)がある。 
       d) 報告されていない。 
       e) 過去のデータではあるが、室内空気において最大723 μg/m3(1997)27)がある。 
       f) 居間  

g) 寝室  
   h) 夏季調査結果（原著のデータを転記） 

       i) 冬季調査結果（原著のデータを転記） 
       j) ND : 定量下限値未満 
       k) 過去のデータではあるが、地下水において最大0.15 μg/L程度(1999)28)がある。 
       l) 過去のデータではあるが、公共用水域・淡水において最大0.47 μg/L(1999)28)がある。 
       m) 過去のデータではあるが、公共用水域・海水において最大1.1 μg/L(1986)25)がある。 
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（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気、室内空気、地下水及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露

の推定を行った（表 2.5）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸

量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15m3、2L 及び 2,000g と仮定し、体重を 50kg と仮定してい

る。 

 
表 2.5 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大 気     

  一般環境大気 1.7 µg/m3程度(2012) 0.51 µg/kg/day 程度 

  室内空気 5.3 µg/m3 (2011~2013)（算術平均値） 1.6 µg/kg/day（算術平均値） 

平      

  水 質    

  飲料水 データは得られなかった（限られた地域

で 0.05 µg/L 未満の報告がある(2005)）
データは得られなかった（限られた地域

で 0.002 µg/kg/day 未満の報告がある）

  地下水 概ね 0.1 µg/L 未満(2005) 概ね 0.004 µg/kg/day 未満 

均 公共用水域・淡水 0.1 µg/L 未満程度(2005) 0.004 µg/kg/day 未満程度 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

       

  大 気   

  一般環境大気 10 µg/m3程度(2012) 3 µg/kg/day 程度 

最  室内空気 710 µg/m3 (2011~2013) 210 µg/kg/day 

     

大 水 質   

 飲料水 データは得られなかった（限られた地域

で 0.12 µg/L の報告がある(2005)） 
データは得られなかった（限られた地域

で 0.0048 µg/kg/day の報告がある） 
値  地下水 概ね 0.1 µg/L 未満(2005) 概ね 0.004 µg/kg/day 未満 

 公共用水域・淡水 0.4 µg/L 程度(2005) 0.016 µg/kg/day 程度 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.6 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 10 µg/m3程度となった。また、

室内空気の予測最大曝露濃度は、710 µg/m3となった。一方、化管法に基づく平成 24 年度の大

気への届出排出量をもとに、プルーム・パフモデル29) を用いて推定した大気中濃度の年平均値

は、最大で 130 µg/m3となった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、地下水のデータから算定すると概ね 0.004 µg/kg/day 未満、公

共用水域・淡水のデータから算定すると 0.016 µg/kg/day 程度であった。本物質の経口曝露の予

測最大曝露量は、0.016 µg/kg/day 程度を採用する。なお、限られた地域を調査対象とした飲料

水のデータ 0.12 μg/L から算定した経口曝露量は 0.0048 µg/kg/day となった。 
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一方、化管法に基づく平成24年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データ

ベース30) の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 14 μg/L と

なった。推定した河川中濃度を用いて経口曝露量を算出すると 0.56 μg/kg/day となった。 

物理化学的性状から考えて生物濃縮性は高くないと推測されることから、本物質の環境媒体

から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 
表 2.6 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気  一般環境大気 0.51 3 

   室内空気 1.6 210 

水 質  飲料水 (限られた地域で 0.002) (限られた地域で 0.0048) 

  地下水 (0.004) (0.004) 

   公共用水域・淡水 0.004 0.016 

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計 0.004 0.016 

 総曝露量 0.51+0.004 3.016 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 
3)（ ）内の数字は、経口曝露量合計の算出に用いていない。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.7 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 0.4 µg/L 程度、海水域では 0.05 µg/L 程度となった。 

化管法に基づく平成 24 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベー

ス30) の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 14 μg/L となっ

た。 

 
表 2.7 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 

0.1 µg/L 未満程度(2005) 
 
0.02 µg/L 未満程度(2012)

0.4 µg/L 程度(2005) 
 
0.05 µg/L 程度(2012) 

注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに 14C でラベルした本物質 30 mg/kg を単回強制経口投与した結果、48 時間で投与した

放射活性の 82.4％が尿中に、1.5％が糞中に排泄されたが、そのほぼすべてが 24 時間以内の排泄

であり、吸収、排泄は速やかであった。尿中放射活性の 23％がマンデル酸、34％が馬尿酸、8％

が 1-フェニルエチルグルクロン酸であった 1) 。また、ラットに 350 mg/kg を単回強制経口投与

し、尿中代謝物（マンデル酸、フェニルグリオキシル酸）を調べた結果、これらの代謝物は投

与後最初の尿中から検出され、約 15～19 時間後にピーク濃度に達して、48 時間後までに不検出

となった 2) 。 

ラットに 14C でラベルした本物質 1,000 mg/m3 を 6 時間吸入させた結果、平均で 16 mg/匹が

吸収されており、吸収率は吸入した本物質の 44％と見積もられた。42 時間で吸収した放射活

性の 82.6％が尿に、0.7％が糞中に排泄され、呼気中には 14CO2 として 0.03％、炭化水素類と

して 8.2％が排泄され、体内残留は 0.2％であり、そのほとんどがカーカス（内臓を除いた体

部）にあった 3) 。 

ラットに 300、600 ppm（1,300、2,600 mg/m3）を 6 時間吸入させた結果、48 時間で 14 種類の

代謝物が尿中に排泄されたが、主要な代謝物は 1-フェニルエタノール、マンデル酸、安息香酸

であり、両濃度群ともにこれらの代謝物が全体の約 75％（各 25％）を占めていた。300 ppm 群

では 48 時間で吸収量の 83％（曝露時間内に 13％）が尿中に排泄されたが、600 ppm 群では 59％

（同 6％）の尿中排泄であった 4) 。また、50、300、600 ppm を 16 週間（6 時間/日、5 日/週）吸

入させて主要な尿中代謝物（数％以上の 6 種類）を調べた結果、1 日当たりの総排泄量は曝露濃

度とともに増加したが、直線的な変化ではなかった。曝露濃度の増加とともに 1-フェニルエタ

ノール、ω-ヒドロキシアセトフェノンは増加し、マンデル酸、フェニルグリオキシル酸、馬尿

酸は減少し、曝露期間の増加とともにマンデル酸は減少した。腎周囲脂肪中の本物質濃度は曝

露期間による影響をほとんど受けず、50、300、600 ppm 群で 8～25 µg/g、170～212 µg/g、212

～319 µg/g であった 5) 。 

マウスに 75、200、500、1,000 ppm（326、868、2,170、4,340 mg/m3）を 4 時間吸入させ、曝

露開始から 2～6 時間内の血液中の本物質濃度を調べた結果、2～4 時間はほぼ平衡状態にあった

が、ピーク濃度は各群とも 4 時間後にみられた。各群のピーク濃度は 75 ppm 群に対して 4、36、

135 倍大きく、各群の AUC（血中濃度時間曲線下面積）を求めて比較すると、75 ppm 群に対し

て 5、41、216 倍であり、500 ppm 以上の群では曝露濃度の増加割合から予想される値よりも数

倍以上大きく、代謝の飽和が示唆された。また、75、750 ppm を 1、7 日間（4 時間/日）吸入さ

せた結果、血液中の本物質濃度は 75 ppm 群では 7 日後>1 日後の関係にあったが、750 ppm 群で

は 1 日後>7 日後の関係にあり、高濃度の反復曝露により代謝経路が変化した可能性が示唆され

た 6) 。 

ヒトでは、ボランティアに 150 ppm（651 mg/m3）を 4 時間吸入させ、曝露開始から 24 時間内

に排泄された尿中代謝物を測定した結果、対象とした9種類の代謝物はいずれも検出されたが、

全体の 72％をマンデル酸、19％をフェニルグリオキシル酸、4％を 1-フェニルエタノールが占

めていた 7) 。また、200 mg/m3を 4 時間吸入させ、24 時間の尿中に排泄された未変化体を調べ
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た結果、吸収量の 0.0024％とごくわずかであった 8) 。 

酸素マスクを装着したボランティアの全身（体表面積の 90～95%）に 650～1,300 mg/m3を 2

時間曝露させ、曝露前・中・後の尿中マンデル酸濃度を調べた結果、曝露後 2～4 時間の尿中で

わずかな増加がみられた程度で、6 時間後までほぼ変化はなかった。このため、経皮曝露経路は

無視できるものと考えられた 9) 。また、ヘアレスマウスの背部に 14C でラベルした本物質（5 µL）

を 4 時間塗布した結果、適用量の 3.4％が吸収され、この間に吸収量の 66％が糞尿中に、14％が

呼気中に排泄された 10) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 11) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 3,500 mg/kg 
ラット 吸入 LCLo 4,000 ppm[17,360 mg/m3] (4hr) 
ラット 吸入 LC50 55,000 mg/m3 (2hr) 
マウス 吸入 LCLo 5,000 ppm[21,700 mg/m3] (30min) 
マウス 吸入 LCLo 10,000 ppm[43,400 mg/m3]  
マウス 吸入 LCLo 50,000 mg/m3 (2hr) 
マウス 吸入 LC50 35,500 mg/m3 (2hr) 

モルモット 吸入 LCLo 2,500 ppm[10,850 mg/m3] (8hr) 
モルモット 吸入 LCLo 10,000 ppm[43,400 mg/m3]  
ウサギ 吸入 LC50 4,000 ppm[17,360 mg/m3] (4hr) 
ウサギ 経皮 LD50 >5,000 mg/kg 
ウサギ 経皮 LD50 17,800 µL/kg 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は眼、皮膚、気道を刺激し、液体を飲み込むと、肺に吸い込んで化学性肺炎を起こ

すことがある。中枢神経に影響を与えることがある。吸入すると咳、咽頭痛、眩暈、嗜眠、

頭痛を生じ、経口摂取では咽喉や胸部の灼熱感の症状も加わる。眼に入ると発赤、痛み、皮

膚に付くと発赤を生じる 12) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）雌ラット（系統不明）10 匹を 1 群とし、0、13.6、136、408、680 mg/kg/day を 6 ヶ月間

（5 日/週）強制経口投与した結果、408 mg/kg/day 以上の群で肝臓及び腎臓重量の有意な増

加、肝臓の実質細胞及び腎臓の尿細管で混濁腫脹を認めたが、136 mg/kg/day 以下の群には

影響はなかった 13) 。この結果から、NOAEL を 136 mg/kg/day（曝露状況で補正：97 mg/kg/day）

とする。 

イ）Wistar ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、75、250、750 mg/kg/day を 4 週間（7 日/週）強

制経口投与した結果、250 mg/kg/day 以上の群の雄の全数及び 750 mg/kg/day 群の雌 1 匹で

流涎を認め、750 mg/kg/day 群の雄では第 1 週目に体重増加の有意な抑制がみられた。肝臓

では 250 mg/kg/day 以上の群の雄及び 750 mg/kg/day 群の雌で絶対及び相対重量の有意な増

加、小葉中心性の肝細胞肥大、腎臓では 250 mg/kg/day 以上の群の雄で相対重量の有意な増
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加と尿細管上皮への硝子滴沈着の発生率増加、750 mg/kg/day 群の雌雄で血清 GPT の有意な

上昇などがみられた。 

  そこで、雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、75、250、750 mg/kg/day を 13 週間（7 日/週）強制

経口投与した結果、250 mg/kg/day 以上の群の雌雄の全数で流涎、750 mg/kg/day 群の雄で体

重増加の有意な抑制を認め、行動検査では 750 mg/kg/day 群の雄で着地時開脚の有意な減少、

雌で運動活性の有意な増加、尿検査では 250 mg/kg/day 以上の群の雄で移行上皮の変性細胞、

顆粒及び上皮円柱の発生率の有意な増加、血液生化学検査では 250 mg/kg/day 以上の群の雄

で血清の GPT、γ-GTP、総ビリルビン、総コレステロールの有意な上昇等を認め、GPT や

総ビリルビンの有意な上昇は 750 mg/kg/day 群の雌でもみられた。また、250 mg/kg/day 以

上の群の雌雄で肝臓の絶対及び相対重量の有意な増加と小葉中心性の肝細胞肥大の発生率

増加を認め、250 mg/kg/day 以上の群の雄で腎臓の絶対及び相対重量の有意な増加と尿細管

上皮への硝子滴沈着の増加、雌で腎臓相対重量の有意な増加と胸腺の絶対及び相対重量の

有意な減少を認めた 14) 。この結果から、NOAEL を 75 mg/kg/day とする。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌雄 10 匹（高用量群 16 匹）を 1 群とし、0、50、250、500 mg/kg/day

を 13 週間（7 日/週）強制経口投与し、4、8、13 週の終わりに実施した神経行動学検査で

は、それらの検査成績に有意差はなかった。また、500 mg/kg/day 群の神経や筋肉、肝臓、

腎臓の組織に影響はなかった。雄の 250 mg/kg/day 以上の群では一過性の体重増加の有意な

抑制がみられ、最終の体重や肝臓及び腎臓の絶対重量に有意差はなかったものの、肝臓及

び腎臓の相対重量は雄の 250 mg/kg/day 以上の群で有意に高かった 15) 。この結果から、

NOAEL は 50 mg/kg/day となるが、神経系については NOAEL を 500 mg/kg/day 以上とする。 

エ）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス、New Zealand White ウサギ雌雄各 5 匹を 1 群とし、

ラット及びマウスに 0、99、382、782 ppm、ウサギに 0、382、782、1,610 ppm を 4 週間（6

時間/日、5 日/週）吸入させた結果、ラットでは 382 ppm 以上の群で流涎及び流涙の散発的

な発生がみられ、382 ppm 以上の群の雄及び 782 ppm 群の雌で肝臓の絶対重量、382 ppm 以

上の群の雌及び 782 ppm 群の雄で肝臓の相対重量、782 ppm 群の雄で血小板、雌で白血球

数の有意な増加を認めた。マウスでは 782 ppm 群の雄で肝臓の相対重量、雌で肝臓の絶対

及び相対重量の有意な増加を認めた。ウサギでは 1,610 ppm 群で体重増加の抑制傾向がみ

られたが、有意差のある変化ではなかった。なお、いずれの動物種にも血液生化学や尿、

組織への影響はなかった 16) 。この結果から、NOAEL をラットで 99 ppm（曝露状況で補正：

17.7 ppm (77 mg/m3)）、マウスで 382 ppm（曝露状況で補正：68.2 ppm (296 mg/m3)）、ウサギ

で 1,610 ppm（曝露状況で補正：288 ppm (1,250 mg/m3)）とする。 

オ）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、100、250、500、750、

1,000 ppm を 13～14 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、ラットでは雄の 500 ppm

以上の群で腎臓、750 ppm 以上の群で肝臓の絶対及び相対重量、雌の 500 ppm 以上の群で

腎臓、750 ppm 以上の群で肺の絶対重量の有意な増加を認め、250 ppm 以上の群の雄の各

9/10 匹、雌の各 10/10 匹で肺の炎症がみられたが、その重症度には用量依存性がなく、750 

ppm 群が最も軽微であった。マウスでは 750 ppm 以上の群の雌雄で肝臓の絶対及び相対重

量、1,000 ppm 群の雌で腎臓の相対重量の有意な増加を認めた。しかし、これら以外には、

組織や血液生化学への影響はなかった 17) 。この結果から、NOAEL をラットで 250 ppm（曝

露状況で補正：44.6 ppm (194 mg/m3)）、マウスで 500 ppm（曝露状況で補正：89.3 ppm (388 
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mg/m3)）とする。 

カ）Sprague-Dawley ラット雄 14 匹を 1 群とし、0、199、404、599、803 ppm を 13 週間（6 時

間/日、6 日/週）吸入させ、聴覚への影響を検討した結果、404 ppm 以上の群で 4 週目から

2、4、8、16 kHz の音に対する聴力閾値の有意な上昇を認め、曝露日数の増加に伴う聴力閾

値のさらなる上昇はなかったものの、8 週間の回復期間後も聴力閾値に大きな変化はなく、

有意に上昇したままであった。内耳のコルチ器官では、199 ppm 以上の群で中程度から重

度の外有毛細胞の消失が用量に依存して有意な発生率でみられ、本物質による聴器毒性が

示された 18) 。この結果から、LOAEL を 199 ppm（曝露状況で補正：42.6 ppm (185 mg/m3)）

とする。 

キ）Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、75、250、750 ppm を 104 週間（6 時間/日、

5 日/週）吸入させた結果、750 ppm 群の雄で生存率の有意な低下を認め、雄の 250 ppm 以

上の群の体重は 20 週以降、雌の 75 ppm 以上の群の体重は 2 年目以降から一貫してやや低

かった。対照群を含めた雄の 86％以上、雌の 76％以上で加齢に伴う慢性腎症の発生がみら

れ、その発生率に有意差はなかったが、重症度は雌の 75 ppm 以上の群及び雄の 750 ppm 群

で濃度に依存して有意に高く、750 ppm 群の雌雄で尿細管過形成及び腎乳頭部移行上皮過

形成の発生率の有意な増加を認めた。さらに雄では 75 ppm 以上の群で前立腺の炎症、750 

ppm 群で肺の浮腫やうっ血、出血、腸間膜及び腎リンパ節の出血、肝臓の嚢胞様変性の発

生率に有意な増加もみられたが、前立腺の炎症については濃度に依存した変化ではなかっ

た 19, 20) 。しかし、腎症重症度の有意差検定は 2 群間の統計手法を用いて行われていたこと

から、統計処理前のデータを入手して多重比較の統計手法で検定した結果、雌の 75 ppm 群

については有意差がなかった。この結果から、NOAEL は 75 ppm（曝露状況で補正：13.4 ppm 

(58 mg/m3)）となるが、自然発生した腎症の増悪のみによる判断であることから、評価には

用いないこととする。 

ク）B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、75、250、750 ppm を 103 週間（6 時間/日、5

日/週）吸入させた結果、250 ppm 以上の群の雄で肝細胞の合胞体変化（多核化）、雌の下垂

体前葉で過形成、750 ppm 群の雌雄で甲状腺濾胞細胞の過形成、雄で小葉中心性の肝細胞

肥大、肝細胞壊死、肺胞上皮の細気管支上皮細胞化生、雌で肝細胞の好酸性巣の発生率に

有意な増加を認めた 19, 20) 。この結果から、NOAEL を 75 ppm（曝露状況で補正：13.4 ppm (58 

mg/m3)）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、100、250、500、750、

1,000 ppm を 13～14 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、ラット及びマウスの精巣

や精子、発情周期への影響はなかった 17) 。 

イ）雌の Wistar ラットに 0、97、959 ppm を 3 週間（7 時間/日、5 日/週）吸入させて未処置の

雄と交尾させ、妊娠ラット約 38 匹/群のサブグループを設けて交尾前 0 ppm 群は 0、96、985 

ppm、交尾前 97 ppm 群は 0、96 ppm、交尾前 959 ppm 群は 0、985 ppm を妊娠 1 日から 19

日まで吸入（7 時間/日）させた結果、959→985 ppm 群で肝臓、腎臓、脾臓の絶対及び相対

重量の有意な増加を認め、0→985 ppm でも同様の変化（腎臓絶対重量を除く）を認めたが、
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妊娠率や黄体数、着床数、胎仔数、吸収胚数等に影響はなかった。胎仔では体重や頭臀長、

性比に影響はなく、奇形の発生率に有意な増加もなかったが、0→985 ppm 群で過剰肋の発

生率に有意な増加がみられた。なお、過剰肋を痕跡状のものと比較的長いものに分けて比

較すると、痕跡状は 959→985 ppm 群、比較的長いものは 0→96、0→985、959→985 ppm 群

で発生率が有意に高かったが、97→96 ppm 群ではどちらの発生率にも有意な増加はなかっ

たことから、0→96ppm 群にみられた変化の毒性学的意義は不明であった 21, 22) 。この結果

から、母ラット及び胎仔で NOAEL を 96 ppm（曝露状況で補正：28 ppm (122 mg/m3)）とす

る。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 30 匹（仔世代は 25 匹）を 1 群とし、少なくとも交尾の 70

日前から 0、25、100、500 ppm を吸入（6 時間/日）させて実施した 2 世代試験の結果、500 

ppm 群の親世代（F0）で性周期の有意な短縮を認めたが、仔世代（F1）の性周期に影響は

なかった。また、F1の雄の 500 ppm 群で包皮分離日齢の遅延、雌の 25 ppm 以上の群で膣開

口日齢の短縮に有意差を認めたが、500 ppm 群の日齢は正常値であったことから、悪影響

ではないと考えられた。その他の生殖・発生に関するパラメーターには影響はなかった。

500 ppm 群の F0の雄で肝臓及び腎臓の絶対及び相対重量、雌で肝臓の相対重量、F1の雄で

肝臓及び腎臓の相対重量、雌で肝臓の相対重量の有意な増加を認め、肝臓及び腎臓に対す

る影響は 500 ppm 群の両世代の雌雄に共通してみられた。この他に、F0雄では 100 ppm 以

上の群で甲状腺の絶対及び相対重量の有意な増加、500 ppm 群で肺の絶対重量の有意な増

加がみられたが、これらの変化は F0雌や F1にはみられなかったことから、曝露による影響

ではないと考えられた 23) 。この結果から、NOAEL を親世代で 100 ppm（曝露状況で補正：

25 ppm (109 mg/m3)）、生殖・発生毒性で 500 ppm（曝露状況で補正：125 ppm (543 mg/m3)）

以上とする。 

エ）上記 2 世代試験で得られた孫世代（F2）では、生後の生存率や体重に影響はなく、発育

の目安となる耳介展開、切歯萌出、包皮分離、膣開口の日齢にも影響はなかったが、25 ppm

以上の群の雌雄で毛生、25 ppm 及び 100 ppm 群の雄で眼瞼開裂の日齢に有意な遅延がみら

れた。しかし、毛生や眼瞼開裂の日齢は F1の対照群で認めた日齢と同程度であり、眼瞼開

裂については用量依存性もなかったことから、曝露による影響ではないと考えられた。ま

た、生後 4 日から 72 日の間に実施した各種神経行動学検査の成績にも影響はなかった 24) 。

この結果から、仔の発育に関するNOAELを 500 ppm（曝露状況で補正：125 ppm (543 mg/m3)）

以上とする。 

オ）New Zealand White ウサギ雌 30 匹を 1 群とし、0、99、962 ppm を妊娠 1 日から 24 日まで

吸入（7 時間/日）させた結果、962 ppm 群で肝臓相対重量の有意な増加と生存同腹仔数の

有意な減少を認めた以外には、肝臓等の組織や生殖・発生に関するパラメーターに影響は

なかった 21, 22) 。この結果から、NOAEL を 99 ppm（曝露状況で補正：28.9 ppm (125 mg/m3)）

とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）本物質の臭気閾値として気中濃度で 2.3 ppm（10 mg/m3）、水溶液濃度で 0.029 ppm とし

た報告 25) 、臭気閾値を 8.7～870 mg/m3、刺激閾値を 870 mg/m3 とした報告 26) があり、我
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が国で三点比較式臭袋法によって測定された臭気閾値は 0.17 ppm であったと報告されて

いる 27) 。 

イ）ボランティア 25 人に本物質を 10％含むワセリンを塗布した結果、感作反応はみられなか

った 28) 。 

ウ）本物質を製造するチェコスロバキア（当時）の工場では、過去 20 年以上にわたって 200

人を超える男性労働者（平均年齢 36.6 歳、平均勤続年数 12.2 年）の血液検査と尿中代謝物

の測定（2 回/年）を実施しており、マンデル酸の尿中平均濃度は換気の悪かった 1964～1974

年には 46 mg/Lであったが、労働環境の改善によって 1976～1985年は 30 mg/Lに低下した。

血液検査では血球数や生化学成分に異常はみられず、肝障害の記録もなかった 29) 。 

エ）中国の石油化学工場で本物質及び騒音に曝露される労働者（A 工場 246 人、B 工場 307

人）、年齢でマッチさせて選んだ騒音のみに曝露される発電所労働者（290 人）及び事務所

勤務の労働者（327 人）を対象として聴力及び神経機能への影響を検討した断面研究では、

本物質の曝露濃度は A 工場で 123 mg/m3、B 工場で 135 mg/m3、その他の揮発性芳香族炭化

水素（スチレン、ベンゼン、トルエン、キシレン）は検出限界値未満であり、騒音レベル

は A 工場で 83 dB(A)、B 工場で 84 dB(A)、発電所で 84 dB(A)、事務所で 67 dB(A)であった。

25 dB 以上の聴力損失は A 工場で 78％、B 工場で 80％、発電所で 57％、事務所で 5.2％の

労働者にみられ、両工場の有病率は発電所や事務所に比べて有意に高く、年齢や喫煙、飲

酒で調整したオッズ比も両工場の労働者で有意に高かった。また、神経行動学的機能検査

の結果、両工場の労働者では単純反応時間、数唱、手先の器用さ、視覚記銘力、指標追跡

力の成績が事務所勤務の労働者に比べて有意に劣り、勤続年数でみると、3 年以上の労働者

が有意に劣っていた。このため、両工場及び事務所労働者の神経伝達物質を調べると、両

工場の労働者ではアセチルコリンエステラーゼ活性が有意に低かった。これらのことから、

本物質の曝露によって聴力の損失、神経機能の抑制、神経伝達物質の乱れが生じることが

示唆された 30) 。 

オ）テキサス州の先天異常登録に 1999 年から 2004 年の間に登録された神経管欠損児を対象

とした症例対照研究では、生年や人種、出産歴で調整した二分脊椎、無脳症のリスクは本

物質の大気からの妊娠時曝露濃度との関連はなかった 31) 。また、1999 年から 2008 年に登

録された口蓋裂についても、本物質との関連はなかった 32) 。 

カ）メキシコのゴム工場で 2～24 年間勤務し、炭化水素の曝露を受けた労働者 48 人と非曝露

の対照群 42 人を対象として精子への影響を調べた調査では、正常な精液は対照群の 76％に

対し、曝露群では 17％と低く、精子数の減少や異常精子数の増加など精巣機能低下がみら

れた。炭化水素濃度は本物質 221～234 mg/m3、ベンゼン 32～48 mg/m3、トルエン 190～213 

mg/m3、キシレン 47～56 mg/m3であり、本物質濃度が最も高かったが、どの物質による影

響かは不明であった 33) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
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表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC (2000) 2B ヒトに対して発がん性があるかもしれない 

EU EU －  

 EPA (1991) D ヒト発がん物質として分類できない 

USA ACGIH (1998) A3 動物に対して発がん性が確認されたが、ヒトへの関連

性は不明な物質 

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 

(2001) 

第2群

B 

ヒトに対しておそらく発がん性があると判断できる

物質のうち、証拠が比較的十分でない物質 

ドイツ DFG (2011) 4 発がん物質の可能性はあるが、遺伝子傷害性がないか、

あってもわずかな寄与しかない物質 
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 34~37) 、

大腸菌 36) 、酵母 36, 38) で遺伝子突然変異を誘発せず、S9 無添加の細菌（シュードモナス

属）でも誘発しなかったが 39) 、S9 無添加のマウスリンパ腫細胞（L5178Y）で遺伝子突

然変異を誘発した 40) 。S9 添加の有無にかかわらずチャイニーズハムスター卵巣細胞

（CHO）で染色体異常、姉妹染色分体交換を誘発せず 17) 、S9 無添加のラット肝細胞（RL1、

RL4）で染色体異常を誘発しなかったが 36) 、S9 無添加のシリアンハムスター胚細胞（初

代培養）で小核 41) 、形質転換 42) 、ヒト肝細胞で姉妹染色分体交換 43) 、ヒトリンパ球で

一本鎖 DNA 切断 44) を誘発した。 

in vivo 試験系では、吸入曝露したマウスの肝細胞で不定期 DNA 合成 45) 、末梢血で小

核 17) 、腹腔内投与したマウスの骨髄細胞で小核 46) を誘発しなかった。また、投与経路は

不明であるが、ショウジョウバエで劣性致死突然変異を誘発しなかった報告があった 47) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Sprague-Dawley ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、500 mg/kg/day を 104 週間（4 日/週）

強制経口投与し、その後、自然死するまで飼育した結果、悪性腫瘍の発生率増加はなかっ

た。しかし、同様にして 0、800 mg/kg/day を強制経口投与した結果、800 mg/kg/day の雄 3/50

匹、雌 1/50 匹の鼻腔に嗅神経上皮腫の発生がみられ、同系統のラットで非常に稀な腫瘍で

あったことから、本物質の発がん性を示す証拠とされている 48) 。 

Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、75、250、750 ppm を

103～104 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、ラットでは 750 ppm 群の雄で尿細管

腺腫、尿細管腺腫＋癌、雌で尿細管腺腫の発生率に有意な増加を認めた。750 ppm 群の雄

では、精巣の片側ないし両側性の間質細胞腺腫の発生率に有意な増加がみられたが、これ

らの精巣腫瘍は加齢の雄動物に高頻度にみられることから、本物質の発生促進作用による

ものと思われた。マウスでは 750 ppm 群の雄で肺胞/細気管支腺腫、肺胞/細気管支腺腫＋癌、

雌で肝細胞腺腫、肝細胞腺腫＋癌の発生率に有意な増加を認めた 19, 20) 。 
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これらの結果から、雄ラットでは尿細管腫瘍の発生率増加による発がん作用の明瞭な証

拠があり、雌ラットでは尿細管腺腫、雄マウスでは肺胞/細気管支腫瘍、雌マウスでは肝細

胞腫瘍の発生率増加による幾つかの証拠があると NTP（1999）は結論した 20)。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

本物質を製造するチェコスロバキア（当時）の工場の調査では、少なくとも過去 10 年間

については、悪性腫瘍が発生したという記録はなかった 29) 。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られている。発

がん性については動物実験で発がん性を示唆する結果が得られているものの、ヒトでの知見

は十分でなく、ヒトに対する発がん性の有無については判断できない。このため、閾値の存

在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に基づき無毒性量等を設定する

こととする。 

経口曝露については、経口投与試験の用量段階を考慮すると、中・長期毒性ア）のラット

の試験から得られた NOAEL 136 mg/kg/day（肝臓及び腎臓の重量増加、混濁腫脹）を曝露状

況で補正して 97 mg/kg/day とし、試験期間が短いことから 10 で除した 9.7 mg/kg/day が信頼

性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、中・長期毒性ク）のマウスの試験から得られた NOAEL 75 ppm（肝

細胞の合胞体変性、下垂体前葉の過形成）を曝露状況で補正した 13.4 ppm（58 mg/m3）が信

頼性のある最も低濃度の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

9.7 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
0.004 µg/kg/day 

未満程度 
0.016 µg/kg/day 程度 12,000 

 

経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量は 0.004 

µg/kg/day 未満程度、予測最大曝露量は 0.016 µg/kg/day 程度であった。無毒性量等 9.7 mg/kg/day

と予測最大曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除し、さらに発

がん性を考慮して 5 で除して求めた MOE（Margin of Exposure）は 12,000 となる。さらに、化

管法に基づく平成 24 年度の公共用水域・淡水への届出排出量をもとに推定した高排出事業所

の排出先河川中濃度から算出した最大曝露量は 0.56 µg/kg/day であり、それから参考として

MOE を算出すると 350 となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少ないと推定さ

れることから、その曝露量を加えても MOE が大きく変化することはないと考えられる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 1.7 µg/m3程度 10 µg/m3程度 

58 mg/m3 マウス 
120 

室内空気 5.3 µg/m3 710 µg/m3 2 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 1.7 µg/m3程

度、予測最大曝露濃度は 10 µg/m3 程度であった。無毒性量等 58 mg/m3と予測最大曝露濃度か

ら、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除し、さらに発がん性を考慮して 5

で除して求めた MOE は 120 となる。一方、化管法に基づく平成 24 年度の大気への届出排出

量をもとに推定した高排出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 130 µg/m3であっ

たが、参考としてこれから算出した MOE は 9 となる。 

一方、室内空気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 5.3 µg/m3、予測最大曝露濃度は

710 µg/m3であり、予測最大曝露濃度から求めた MOE は 2 となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、健康リスクの評価に向けて吸入曝

露の情報収集等を行う必要性があり、室内空気の吸入曝露については詳細な評価を行う候補

と考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに整理すると表 4.1 のとおりとなっ

た。 

 

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類 
／和名 

（試験条件等）

エンドポイント

／影響内容 
曝露期間

[日] 
試験の 
信頼性 

採用の 
可能性 

文献 No.

藻 類  ○ <1,000 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 NOEC  GRO 4 D C 1)-9607

 ○  1,340 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50    
GRO (Yield) 

2 B B 1)-100638

  ○ 3,400 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC   
GRO (RATE)

3 E C 3) 

  ○ 3,400 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 NOEC  GRO 4 D C 4)-2 

 ○  3,600 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 EC50   GRO 4 B B 1)-4189

  ○ 4,500 Skeletonema 
costatum 珪藻類 NOEC  GRO 4 B B 4)-1 

甲殻類 ○  
424 

(0.49µL/L) 
Crago franciscorum エビジャコ属 LC50   MOR 4 C C 1)-558 

  ○ 956 Ceriodaphnia dubia
ニセネコゼ 
ミジンコ 

NOEC  REP 7 B B 1)-19326

 ○  1,810 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 1)-6984

 ○  1,940 
Gammarus 
pseudolimnaeus 

ヨコエビ属 LC50   MOR 4 B B 1)-14339

 ○  2,100 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 C C 1)-11936

魚 類 ○  
3,720 

(4.3µL/L) 
Morone saxatilis スズキ科 LC50   MOR 4 D C 1)-558 

 ○  4,200 Oncorhynchus 
mykiss ニジマス LC50   MOR 4 B B 1)-13142

 ○  5,100 Menidia menidia 
トウゴロウ 
イワシ科 

LC50   MOR 4 A A 1)-4189

その他 ○  37,800 Chironomus 
plumosus 

オオユスリカ LC50  MOR 2 B B 1)-165107

 ○  
322,000 

(373µL/L) 
Crassostrea gigas マガキ（胚）

EC50   
MOR・DVP 

2 D C 1)-8621
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生物群 
急

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類 
／和名 

（試験条件等）

エンドポイント

／影響内容 
曝露期間

[日] 
試験の 
信頼性 

採用の 
可能性 

文献 No.

 ○  
4,100,000 
(0.474%) 

Amphimelania 
holandri 

トウガタカワニ

ナ科 
LC50  MOR 4 C C 1)-71861

 ○  
33,000,000 

(3.812%) 
Viviparus viviparus タニシ科 LC50  MOR 4 C C 1)-71861

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 

REP (Reproduction)：繁殖、再生産、POP (Population Change)：個体群の変化（増殖） 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

Yield：試験期間の収量より求める方法 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

TsaiとChen1)-100638は、緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitataの生長阻害試験を実施した。試験

は密閉系（ヘッドスペースなし）で行われた。EPA の試験方法 (OPPTS 850.5400.1996) 及び

ASTM の試験方法 (E1218) を改変し、EDTA を除いた培地（硬度 7.5 mg/L、CaCO3換算）が用

いられた。試験期間の細胞収量より求めた 48 時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき

1,340 µg/L であった。 

また、米国 EPA の試験方法 (1985) に準拠して、珪藻類 Skeletonema costatum の生長阻害試験

が GLP 試験として実施された 4)-1。試験には密閉容器が使用された。設定試験濃度は、0（対照

区）、2.7、4.5、7.2、10.8、18.0 mg/L であり、試験用水には滅菌海水が用いられた。被験物質の

実測濃度は、0（対照区）、2.6、4.5、6.2、9.0、18.0 mg/L であった。72 時間無影響濃度 (NOEC) 

は、実測濃度に基づき 4,500 µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

Vigano1)-6984は、オオミジンコDaphnia maganaの急性遊泳阻害試験を実施した。試験は止水式

（密閉系）で行われた。試験用水として、硬度 150 mg/L (CaCO3換算) の合成培地が用いられた。

48 時間半数影響濃度 (EC50) は 1,810 µg/L であった。 

また、Niederlehner ら 1)-19326は、米国 EPA の試験方法 (EPA600/4-91-003, 1994) を若干改変し

た方法に従い、ニセネコゼミジンコ Ceriodaphnia dubia の繁殖試験を実施した。試験は半止水

式（毎日換水、密閉系）で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 5 濃度区であった。試験用水
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には、米国 EPA の試験方法 (EPA600/4-91-003, 1994) に従った人工中硬水（硬度 68.3 mg/L、

CaCO3換算）が用いられた。被験物質の平均実測濃度は、0（対照区）、6、9、16、33、50 µM

であった。繁殖阻害（産仔数）に関する 7 日間無影響濃度 (NOEC) は、実測濃度（幾何平均値）

に基づき 956 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

Galassi ら 1)-13142は、OECD テストガイドライン No. 203 (1981) を揮発性物質用に改変した方

法に従って、ニジマス Oncorhynchus mykiss (＝Salmo gairdneri) の急性毒性試験を実施した。試

験は、半止水式（48 時間後換水、密閉容器使用）で行われた。96 時間半数致死濃度 (LC50) は、

実測濃度に基づき 4,200 µg/L であった。 

 

4） その他生物 

Liら 1)-165107は、オオユスリカChironomus plumosusの急性毒性試験を実施した。試験は半止水

式 (12 時間毎換水) で行われた。設定試験濃度は、0（対照区、助剤対照区）、15、23、35、54、

83 mg/L（公比 1.5）であった。試験溶液の調製には、ジメチルスルホキシド (DMSO) と界面活

性作用のある硬化ひまし油 (Tween80) が、合わせて 100 µL/L 以下の濃度で用いられた。48 時

間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 37,800 µg/L であった。 
 

 

（2）予測無影響濃度(PNEC)の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度(PNEC)を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 48 時間 EC50（生長阻害）  1,340 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害）  1,810 µg/L 

魚 類 Oncorhynchus mykiss 96 時間 LC50 
 4,200 µg/L 

その他 Chironomus plumosus 48 時間 LC50 
37,800 µg/L 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他生物について信頼できる

知見が得られたため］ 

 これらの毒性値のうち、その他生物を除いた最も小さい値（藻類の 1,340 µg/L）をアセスメン

ト係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 13 µg/L が得られた。 
 

慢性毒性値 

藻 類 Skeletonema costatum 96 時間 NOEC（生長阻害） 4,500 µg/L 

甲殻類 Ceriodaphnia dubia 7 日間 NOEC（繁殖阻害） 956 µg/L 

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 これらの毒性値の小さい方（甲殻類の 956 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することによ

り、慢性毒性値に基づく PNEC 値 9.5 µg/L が得られた。 
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本物質の PNEC としては、甲殻類の慢性毒性値から得られた 9.5 µg/L を採用する。 

 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度(PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.1 µg/L 未満程度(2005) 0.4 µg/L 程度(2005) 
9.5 

µg/L 

0.04 

公共用水域・海水 0.02 µg/L未満程度(2012) 0.05 µg/L程度(2012) 0.005 

注：1) 水質中濃度の（  ）内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 
 

 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度で見ると淡水域で 0.1 µg/L 未満程度、海水域

では 0.02 µg/L未満程度であり、検出下限値未満であった。安全側の評価値として設定された予

測環境中濃度(PEC)は、淡水域で 0.4 µg/L 程度、海水域では 0.05 µg/L 程度であった。 

予測環境中濃度(PEC)と予測無影響濃度(PNEC)の比は、淡水域で 0.04、海水域では 0.005とな

る。 

化管法に基づく平成 24 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を、全国河道構造データベ

ースの平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 14 μg/L であり、

PNEC よりも高濃度の地点が存在する可能性も考えられる。 

したがって、本物質については情報収集に努める必要があり、PRTR データを踏まえた環境

中濃度の測定について検討する必要があると考えられる。 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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